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巻末資料 安中市道の駅整備検討委員会での検討経緯 

 

■検討の経緯 

道の駅の整備のあり方については、地域団体や事業者、市民、庁内検討委員会委員、有識者な

どから成る「安中市道の駅整備検討委員会」で検討・協議を進めました。 

 

附表１：安中市道の駅整備検討委員会 構成員（基本構想検討時） 

役職 所属 氏名 

委員長 高崎経済大学地域政策学部観光政策学科 教授 小熊 仁 

副委員長 長岡造形大学・群馬日建工科専門学校 非常勤講師 武井 奈津美 

委員 安中市地域力創造アドバイザー 大山 詠司 

〃 安中市観光専門官 五日市 一訓 

〃 安中市商工会 代表 神成 さつき 

〃 安中市松井田商工会 会長 髙橋 正章 

〃 ＪＡ碓氷安中 代表理事組合長 須藤 幸男 

〃 一般社団法人安中市観光機構 理事長 武井 宏 

〃 安中市区長会 代表 横川東区区長 武井 孝雄 

〃 一般財団法人碓氷峠交流記念財団 理事長 富安 良司 

〃 安中市議会 代表 小川 剛 

〃 道の駅整備庁内検討委員会 代表 中里 初美 

〃 道の駅整備庁内検討委員会 代表 小林 美月 

オブザーバー 国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所 所長 青木 崇光 

〃 群馬県安中土木事務所 所長 川端 宏充 

〃 群馬県安中警察署 署長 清水 功 

〃 安中市 副市長 清水 昭芳 

〃 安中市 企画政策部長 町田 博幸 

〃 安中市 総務部長 萩原 正視 

〃 安中市 まちづくり部長 赤見 孝仁 

〃 安中市 みりょく創出部長 大竹 将夫 
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附表２：安中市道の駅整備検討委員会 構成員（基本計画検討時） 

役職 所属 氏名 

委員長 高崎経済大学地域政策学部観光政策学科 教授 小熊 仁 

副委員長 長岡造形大学・群馬日建工科専門学校 非常勤講師 武井 奈津美 

委員 安中市地域力創造アドバイザー 大山 詠司 

〃 安中市商工会 代表 神成 さつき 

〃 安中市松井田商工会 会長 髙橋 正章 

〃 ＪＡ碓氷安中 代表理事組合長 戸塚 勉 

〃 一般社団法人安中市観光機構 理事長 武井 宏 

〃 安中市区長会代表 横川東区区長 武井 孝雄 

〃 一般財団法人碓氷峠交流記念財団 理事長 富安 良司 

〃 安中市議会 代表 小川 剛 

〃 道の駅整備庁内検討委員会 代表 中里 初美 

〃 道の駅整備庁内検討委員会 代表 村井田 理奈 

オブザーバー 国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所 所長 杉﨑 光広 

〃 群馬県安中土木事務所 所長 川端 宏充 

〃 群馬県安中警察署 署長 清水 功 

〃 高崎市・安中市消防組合 安中消防署 署長 篠原 浩典 

〃 東日本旅客鉄道株式会社 高崎支社 支社長 樋口 達夫 

〃 ジェイアールバス関東株式会社 小諸支店 支店長 小林 厚 

〃 安中市 副市長 清水 昭芳 

〃 安中市 企画政策部長 大河原 弘行 

〃 安中市 総務部長 萩原 正視 

〃 安中市 まちづくり部長 赤見 孝仁 

〃 安中市 みりょく創出部長 大竹 将夫 
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■安中市道の駅整備検討委員会 開催一覧 

 

附表３：開催日時・会場・議事一覧 

回 日時 会場 議事 

第１回 
令和 5年 11 月 6日（月） 

14:00-16:00 

安中市役所本庁舎 

3 階 305 会議室 

(1)安中市道の駅のこれまでの経緯について 

(2)安中市における道の駅の位置づけと役割について 

(3)基本構想検討基礎資料について 

(4)安中市道の駅の基本理念の検討について 

(5)今後のスケジュールについて 

第２回 
令和 6年 1月 22 日（月） 

14:00-16:00 

安中市役所本庁舎 

3 階委員会室 

(1)第 1 回委員会議事概要について 

(2)安中市道の駅基本構想(案)について 

(3)今後のスケジュールについて 

第３回 
令和 6年 3月 18 日（月） 

14:00-16:00 

安中市役所本庁舎 

3 階 303 会議室 

(1)第 2 回委員会議事概要について 

(2)安中市道の駅基本構想(案)について 

(3)パブリックコメントの回答(案)について 

第４回 
令和 6年 10 月 7日（月） 

14:00-16:00 

安中市役所本庁舎 

3 階委員会室 

(1)今年度の目標と検討スケジュール（予定） 

(2)令和 5年度委員会の議論振り返り 

(3)道の駅が置かれている状況及び基本計画の検討に向

けた各種調査の実施状況 

(4)道の駅整備の具体化に向けて 

第５回 
令和 6年 11 月 15 日（金） 

13:30-16:00 

安中市役所本庁舎 

3 階委員会室 

(1)第 4 回検討委員会の振り返りについて 

(2)基本計画検討に向けた各種調査の結果について 

(3)道の駅整備のコンセプト・ゾーニング（案）について 

(4)道の駅整備の大きな方向性について 

(5)道の駅整備計画地について 

第６回 
令和 6年 12 月 23 日（月） 

14:00-16:45 

安中市役所本庁舎 

3 階 305 会議室 

(1)第 5 回検討委員会の議論振り返り 

(2)道の駅基本計画の目次構成 

(3)基本計画に関わる各種検討状況の報告 

(4)道の駅への導入機能の絞り込み 

(5)道の駅施設配置の考え方 

第７回 
令和 7年 1月 31 日（金） 

13:30-16:15 

安中市役所本庁舎 

3 階委員会室 

(1)第 6 回検討委員会の議論振り返り 

(2)施設配置計画の精査の方針について 

(3)施設配置計画の比較案について 

(4)安中市道の駅基本計画（素案）について 

第８回 
令和 7年 3月 19 日（水） 

10:00-11:30 

安中市役所本庁舎 

3 階 305 会議室 

(1)今年度の議論振り返り 

(2)基本計画（案）の修正について 

(3)パブリックコメントの回答（案）について 

 

  

写真：検討委員会開催風景  
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■安中市道の駅整備検討委員会設置要綱 

令和 5年 8月 1日 

安中市告示第 116 号 

(設置) 

第 1条 安中市における道の駅の整備に関し、安中市道の駅基本構想(以下「基本構想」という。)及び安中市道の駅基本

計画(以下「基本計画」という。)の策定に必要な事項を検討するため、安中市道の駅整備検討委員会(以下「委員会」

という。)を設置する。 

 

(所掌事務) 

第 2条 委員会は、基本構想及び基本計画の策定に必要な事項に関する検討を行うものとする。 

 

(組織) 

第 3条 委員会は、委員 20 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係機関の代表者等 

(3) その他市長が必要と認める者 

3 委員会は、必要に応じて顧問を置くことができる。 

 

(任期) 

第 4条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想及び基本計画に係る所掌事務が終了する日までとする。 

2 前項の規程にかかわらず、関係機関の代表者等のうちから委嘱された委員にあっては当該機関の職を辞したときは、

委員の職を辞したものとする。 

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 委員会に委員長及び副委員長を各 1名置くものとする。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

(オブザーバー) 

第 6 条 第 2 条に規定する所掌事務を効率的かつ円滑に行うため、専門的知識又は経験に基づき委員会に協力又は助言

を行う者(次項において「オブザーバー」という。)を置くことができる。 

2 オブザーバーは、市長が任命する。 

 

(会議) 

第 7条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし最初に開

催される会議は、市長が招集する。 

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 委員長は、必要があると認めるときは、第 3 条及び第 6 条に掲げる者以外の者を会議に出席させてその意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

 

(庶務) 

第 8条 委員会の庶務は、みりょく創出部観光課において処理する。 

 

(その他) 

第 9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

この告示は、公布の日から施行する。 


